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報告第２号

豊川市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることに

ついて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求

める。

平成３０年５月１１日提出

豊川市長 山 脇 実



- 2 -

専決処分書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

めるので、次のとおり専決処分をする。

平成３０年３月３１日

豊川市長 山 脇 実
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豊川市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月３１日

豊川市長 山 脇 実

豊川市条例第１４号

豊川市市税条例の一部を改正する条例

豊川市市税条例（昭和２５年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改正

する。

附則第１２条の４の見出しを「（土地に対して課する平成３０年度から平成

３２年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意

義）」に改め、同条第６号及び第８号中「にあっては」を「には」に改める。

附則第１２条の５の見出しを「（平成３１年度又は平成３２年度における土

地の価格の特例）」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又は平成２９年度

分」を「平成３１年度分又は平成３２年度分」に改め、同条第２項中「平成２

８年度適用土地又は平成２８年度類似適用土地」を「平成３１年度適用土地又

は平成３１年度類似適用土地」に、「平成２９年度分」を「平成３２年度分」

に改める。

附則第１３条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」

を「平成３０年度から平成３２年度」に改め、同条第２項及び第３項中「平成

２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に、「にあ

っては」を「には」に改め、同条第４項中「平成２７年度から平成２９年度」

を「平成３０年度から平成３２年度」に、「当該課税標準額」を「前年度分の

固定資産税の課税標準額」に改め、同条第５項中「平成２７年度から平成２９

年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に改める。

附則第１３条の３の見出しを「（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に

対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資産税の課

税の特例）」に改め、同条中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の

一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）附則第１０条第１項」を「地

方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）附則第２２条第１
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項」に、「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年

度」に改める。

附則第１４条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度」を「

平成３０年度から平成３２年度」に改める。

附則第１７条の２第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０

年度から平成３２年度」に改め、同条第２項中「平成３０年３月３１日」を「

平成３３年３月３１日」に改める。

附則第２０条の見出しを「（宅地等に対して課する平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の都市計画税の特例）」に改め、同条第１項中「平成２

７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に、「第２０

項」を「第１９項」に改め、同条第２項及び第３項中「平成２７年度から平成

２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に、「第２０項」を「第１９

項」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第４項及び第５項中「平成２

７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に、「第２０

項」を「第１９項」に改める。

附則第２０条の３（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度」

を「平成３０年度から平成３２年度」に改める。

附則第２１条の見出しを「（農地に対して課する平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の都市計画税の特例）」に改め、同条中「平成２７年度か

ら平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に、「第２０項」を「

第１９項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の豊川市市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は、平成３０年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。

（都市計画税に関する経過措置）
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第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成３０年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、平成２９年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。
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参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明

条 項 規定事項 説 明

総 括 市税制度の適正化を図るため、固定

資産税及び都市計画税の税負担の調整

措置を講ずるとともに、所要の規定の

整備を行うものである。

附則第１２条の４ 土地に対して 規定の整備

課する平成３

０年度から平

成３２年度ま

での各年度分

の固定資産税

及び都市計画

税の特例に関

する用語の意

義

附則第１２条の５ 平成３１年度 平成３１年度又は平成３２年度の固

第１項 又は平成３２ 定資産税に限り、自然的及び社会的条

第２項 年度における 件から見て類似の利用価値を有すると

土地の価格の 認められる地域において地価が下落

特例 し、修正前の価格を課税標準とするこ

とが著しく均衡を失すると認める場合

においては、修正前の価格を修正基準

によって修正した価格として当該年度

分の固定資産税の課税標準とするもの
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とする。

附則第１３条 宅地等に対し 宅地等に対して課する固定資産税の

第１項 て課する平成 特例について、平成３０年度から平成

第２項 ３０年度から ３２年度まで現行と同様の措置を講ず

第３項 平成３２年度 るものとする。

第４項 までの各年度

第５項 分の固定資産

税の特例

附則第１３条の３ 用途変更宅地 用途変更宅地等及び類似用途変更宅

等及び類似用 地等に対して課する固定資産税の特例

途変更宅地等 について、平成３０年度から平成３２

に対して課す 年度まで現行と同様の措置を講ずるも

る平成３０年 のとする。

度から平成３

２年度までの

各年度分の固

定資産税の課

税の特例

附則第１４条 農地に対して 農地に対して課する固定資産税の特

課する平成３ 例について、平成３０年度から平成３

０年度から平 ２年度まで現行と同様の措置を講ずる

成３２年度ま ものとする。

での各年度分

の固定資産税

の特例

附則第１７条の２ 特別土地保有 規定の整備
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第１項 税の課税の特

第２項 例

附則第２０条 宅地等に対し 宅地等に対して課する都市計画税の

第１項 て課する平成 特例について、平成３０年度から平成

第２項 ３０年度から ３２年度まで現行と同様の措置を講ず

第３項 平成３２年度 るものとする。

第４項 までの各年度

第５項 分の都市計画

税の特例

附則第２０条の３ 用途変更宅地 用途変更宅地等及び類似用途変更宅

等及び類似用 地等に対して課する都市計画税の特例

途変更宅地等 について、平成３０年度から平成３２

に対して課す 年度まで現行と同様の措置を講ずるも

る平成３０年 のとする。

度から平成３

２年度までの

各年度分の都

市計画税の課

税の特例

附則第２１条 農地に対して 農地に対して課する都市計画税の特

課する平成３ 例について、平成３０年度から平成３

０年度から平 ２年度まで現行と同様の措置を講ずる

成３２年度ま ものとする。

での各年度分

の都市計画税

の特例


